
令和３年（２０２１年）

旭 川 市 議 会 議 案

第 ２ 回 臨 時 会

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ２ 日 開 会

令 和 ３ 年 月 日 閉 会



３・２臨 議案第 １ 号

令和３年度旭川市一般会計補正予算について

令和３年度旭川市一般会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

３・２臨 議案第 ２ 号

令和３年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算について

令和３年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人



３・２臨 議案第 ３ 号

旭川市税条例等の一部を改正する条例の制定について

旭川市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

旭川市税条例等の一部を改正する条例

（旭川市税条例の一部改正）

第１条 旭川市税条例（昭和４３年旭川市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第１４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族

に限る。以下この項において同じ。）」を加える。

第２８条の２第４項中「所得税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄税務署長の承

認を受けている」を「令第４８条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定す

る要件を満たす」に改め，「次条第４項」の次に「及び第５４条第３項」を加える。

第２８条の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者に限る」に改

め，同条第４項中「所得税法第２０３条の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長の承認

を受けている」を「令第４８条の９の７の３において準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす」に改める。

第５３条第１項第１号中「本条，次条第２項及び」を「この条，次条第２項及び第３項並

びに」に改める。

第５４条第１項中「次項において同じ。」を削り，同条に次の２項を加える。

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は，退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職

手当等の支払をする者が令第４８条の１８において準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす場合には，施行規則で定めるところにより，当該退職所得申告書の提出に代

えて，当該退職手当等の支払をする者に対し，当該退職所得申告書に記載すべき事項を電



磁的方法により提供することができる。

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については，同項中「退職所

得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と，「支払をする者に受

理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と，「受理された時」と

あるのは「提供を受けた時」とする。

第８５条の３第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。

第９４条第２項中「第８５条第１項若しくは第８４条第３項ただし書」を「第８４条第３

項ただし書若しくは第８５条第１項」に改め，「（第８５条第１項第１号に該当するものを

除く。）」を削る。

附則第２条の３第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。

附則第３条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。

附則第７条の２第３項中「附則第１５条第３０項第１号イ」を「附則第１５条第２７項第

１号イ」に改め，同条第４項中「附則第１５条第３０項第２号イ」を「附則第１５条第２７

項第２号イ」に改め，同条第５項中「附則第１５条第３０項第３号イ」を「附則第１５条第

２７項第３号イ」に改め，同条第６項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３０

項」に改め，同条第７項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め，

同条第８項を削る。

附則第８条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改める。

附則第８条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令和５年

度」に改め，同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４年度分又は令和５

年度分」に改め，同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令

和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に，「令和２年度分」を「令和５年度分」

に改める。

附則第９条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改め，同条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令

和５年度まで」に改め，「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあつては，

前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え，同条第２項及び第３項中「平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改め，同条第４項及



び第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改

める。

附則第９条の３中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改める。

附則第１０条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め，同条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め，「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この項において同じ。」を，

「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあつては，前年度分

の固定資産税の課税標準額）」を加える。

附則第１１条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え，「令和３年３月３１

日」を「令和３年１２月３１日」に改める。

附則第１１条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を，「同条第４項」

の次に「又は第５項」を加える。

附則第１２条第１項中「第５項」を「第８項」に改め，同条第２項中「，当該軽自動車が

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り，同条第３項中「この項及び次項」を

「この条」に改め，「，当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限

り」を削り，同条第４項中「，当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割

に限り」を削り，同条に次の３項を加える。

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用の

ものを除く。）に対する第８６条の規定の適用については，当該軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り，当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り，

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第８６条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動車が



令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自

動車税の種別割に限り，第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除き，営業用の乗用のものに限る。）に対する第８６条の規定の適

用については，当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該

ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り，第４項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第１２条の３第１項中「第５項」を「第８項」に改める。

附則第１４条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改め，同条第２項中「令和３年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。

附則第１７条の６に次の１項を加える。

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第６条の

２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第４条の３の２第１項の規定の適用につ

いては，同項中「令和１５年度」とあるのは「令和１７年度」と，「令和３年」とあるの

は「令和４年」とする。

（旭川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 旭川市税条例等の一部を改正する条例（令和２年旭川市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。

第２条のうち旭川市税条例第１１条の２の改正規定中「第１１条の２中」の次に「「第

４３条第５項」を「第４３条第７項」に改め，」を加え，同条例第１３条第３項の改正規定

中「第４３条第９項から第１６項」を「第４３条第１１項から第１８項」に改め，同条例第

４３条の改正規定を次のように改める。

第４３条第１項中「第４項，第１９項，第２２項及び第２３項」を「第３１項，第３４

項及び第３５項」に，「第１０項，第１１項及び第１３項」を「第１１項，第１２項及び

第１４項」に，「第４項，第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」に，「同



条第２２項」を「同条第３４項」に，「第３項」を「第２項後段」に改め，同条第２項中

「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６

条の７第４項及び第１０項」に，「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６

項」に改め，同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の

３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に，「第３２１条の８

第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め，同条第４項中「第３２１条の８第２６

項」を「第３２１条の８第３８項」に改め，同条第１７項中「第１３項後段」を「第１４

項後段」に，「第１５項」を「第１６項」に，「第７５条の４第３項若しくは第６項（同

法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項

若しくは第６項」に，「第１０項」を「第１１項」に改め，同項を同条第１８項とし，同

条第１６項中「第１３項前段」を「第１４項前段」に，「第３２１条の８第５１項」を

「第３２１条の８第６９項」に，「第１０項」を「第１１項」に改め，同項を同条第１７

項とし，同条第１５項中「第１３項」を「第１４項」に，「第１０項」を「第１１項」に

改め，同項を同条第１６項とし，同条第１４項を同条第１５項とし，同条第１３項中「第

１０項の内国法人」を「第１１項の内国法人」に，「第７５条の４第２項」を「第７５条

の５第２項」に，「第１０項の申告」を「同項の申告」に改め，同項を同条第１４項とし，

同条第１２項中「第１０項」を「第１１項」に改め，同項を同条第１３項とし，同条第

１１項を同条第１２項とし，同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条

の８第６０項」に，「同条第４２項」を「同条第６０項」に，「第１２項」を「第１３

項」に改め，同項を同条第１１項とし，同条第９項を削り，同条第８項を同条第１０項と

し，同条第７項中「第５項」を「第７項」に，「第３２１条の８第２２項」を「第３２１

条の８第３４項」に，「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め，同項第２号

中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め，同項を同条第９項

とし，同条第６項中「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に，「同条第２２項」

を「同条第３４項」に，「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改

め，同項を同条第８項とし，同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の

８第３４項」に，「同条第２１項」を「同条第３３項」に，「，第４項又は第１９項」を

「又は第３１項」に，「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め，同項を同条第７項と

し，同条第４項の次に次の２項を加える。

５ 法第３２１条の８第３９項に規定する通算法人（通算法人であつた内国法人（法第



２９４条第７項に規定する公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。）を含

む。次項において同じ。）の法第３２１条の８第４１項に規定する対象事業年度（以下

この項及び次項において「対象事業年度」という。）において，同条第４１項に規定す

る調整後過去税額控除額（次項において「調整後過去税額控除額」という。）が過去当

初申告税額控除額（同条第４１項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。次項にお

いて同じ。）を超える場合には，同条第４１項及び令第４８条の１３の２に規定すると

ころにより，控除すべき額を当該対象事業年度の第１項の規定により申告納付すべき法

人税割額から控除する。

６ 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を

超える場合には，当該対象事業年度の第１項の規定により申告納付すべき法人税割額は，

同項の規定にかかわらず，法第３２１条の８第４２項及び令第４８条の１３の２に規定

するところにより，法人税額を課税標準として算定した法人税割額に，税額控除超過額

相当額（同項に規定する税額控除超過額相当額をいう。）を加算した金額とする。

第２条のうち旭川市税条例第４４条第４項の改正規定中「第３１項」に」の次に「，「第

４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に」を加え，同条例第４５条の

２の改正規定中「第４５条の２第４項」を「第４５条の２第２項中「第４３条第７項」を

「第４３条第９項」に，「同条第７項」を「同条第９項」に改め，同条第３項中「第４８条

の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に改め，同条第４項」に改め，同条例

附則第２条の２の改正規定中「附則第２条の２第２項」を「附則第２条の２第１項中「第

４３条第５項」を「第４３条第７項」に改め，同条第２項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は，公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，次の各号

に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第１条中旭川市税条例附則第３条の改正規定 令和４年１月１日

⑵ 第１条中旭川市税条例第１４条第２項及び第２８条の３第１項の改正規定並びに同条例

附則第２条の３第１項の改正規定並びに次条第３項の規定 令和６年１月１日

⑶ 附則第３条第３項及び第４項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律

（令和３年法律第 号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日



（市民税に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後の旭川市税条例（以下「新条例」という。）第２８条の２

第４項の規定は，施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書

に記載すべき事項の提供について適用し，施行日前に行った第１条の規定による改正前の旭

川市税条例（次項において「旧条例」という。）第２８条の２第４項に規定する電磁的方法

による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については，なお従前の例による。

２ 新条例第２８条の３第４項の規定は，施行日以後に行う新条例第２８条の２第４項に規定

する電磁的方法による新条例第２８条の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供

について適用し，施行日前に行った旧条例第２８条の２第４項に規定する電磁的方法による

旧条例第２８条の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については，なお従前

の例による。

３ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令和６年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し，令和５年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関する部分は，令和３年

度以後の年度分の固定資産税について適用し，令和２年度分までの固定資産税については，

なお従前の例による。

２ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日から令和３年３月３１日ま

での期間（以下この項において「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法

律（令和３年法律第７号。第４項において「改正法」という。）第１条の規定による改正前

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第

４１項に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得

（同条第４１項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第４１項に

規定する機械装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中小事業者等が，同

条第４１項に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契

約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第

４１項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を，適用期間内にリース取引により引渡

しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税については，

なお従前の例による。

３ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の日から令和３年３月



３１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第６４条に規

定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定

する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築物（中小

事業者等が，同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に

係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得を

した同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を，適用期間内にリース取引によ

り引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税に

ついては，なお従前の例による。

４ 新条例附則第７条の４の規定は，令和３年４月１日以後に改正法第１条の規定による改正

後の地方税法附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」

という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に

規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が，

同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約によ

り特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち，機械及び

装置，工具，器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措

置法の施行の日以後，家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律（令和２

年法律第２６号）の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対

象資産を，令和３年４月１日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例

対象資産を含む。）に対して課する附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日の属する年の

翌年の１月１日（当該施行の日が１月１日である場合には，同日）を賦課期日とする年度以

後の年度分の固定資産税について適用する。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は，令和３年４月１日以後に取

得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し，同

日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については，

なお従前の例による。

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は，令和３年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し，令和２年度分までの軽自動車税の種別割については，なお従前

の例による。



（説 明）

地方税法等の一部改正等に伴い，旭川市税条例等の一部を改正しようとするものである。



３・２臨 議案第 ４ 号

旭川市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

旭川市都市計画税条例の一部を改正する条例

旭川市都市計画税条例（昭和３１年旭川市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に

改める。

附則第４項の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度

まで」に改め，同項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改め，「加算した額」の次に「（令和３年度分の都市計画税にあつては，前年度分の都

市計画税の課税標準額）」を加える。

附則第５項及び第６項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分

及び令和５年度分」に改める。

附則第７項及び第８項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改める。

附則第９項の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度

まで」に改め，同項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改め，「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この項において同じ。」を，「負担

調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の都市計画税にあつては，前年度分の都市計

画税の課税標準額）」を加える。

附則第１３項中「第１８項，第２４項，第２９項，第３７項，第３８項若しくは第４４項」

を「第１５項，第２１項，第２６項，第３３項，第３４項若しくは第３９項」に改める。



附則第１４項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改める。

附 則

１ この条例は，公布の日から施行する。

２ 改正後の旭川市都市計画税条例の規定は，令和３年度以後の年度分の都市計画税について

適用し，令和２年度分までの都市計画税については，なお従前の例による。

（説 明）

地方税法の一部改正に伴い，旭川市都市計画税条例の一部を改正しようとするものである。



３・２臨 議案第 ５ 号

旭川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

の制定について

旭川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

旭川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

旭川市固定資産評価審査委員会条例（平成１１年旭川市条例第４９号）の一部を次のように

改正する。

第４条中第４項を削り，第５項を第４項とし，第６項を第５項とする。

第６条第２項中「に記名押印して，委員会にこれを」を「を委員会に」に改める。

第１０条第５項中「記載し，提出者がこれに署名押印」を「記載」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（説 明）

押印等に係る規定を整備するために，旭川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正しよ

うとするものである。



３・２臨 議案第 ６ 号

旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等

に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正す

る条例を次のように定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等

に関する条例等の一部を改正する条例

（旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正）

第１条 旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例（令和元年

旭川市条例第３号）の一部を次のように改正する。

目次中「第１０７条」を「第１０７条・第１０８条」に改める。

第６条第５項中「第２項」を「前２項」に改める。

第７条第７項中「及び第４項第１号」を「，第４項第１号及び次項」に改める。

第８０条第５項中「第２項」を「前２項」に改める。

第１０７条を第１０８条とし，第９章中同条の前に次の１条を加える。

（電磁的記録等）

第１０７条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は，作成，保存その他これらに類

するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された

紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（第１４条第１項（第６０条，第６４条，第７８条，第８５条，第８６条，

第９０条，第９８条及び第１０３条において準用する場合を含む。），第１８条（第６０



条，第６４条，第７８条，第８５条，第８６条，第９０条，第９８条及び第１０３条にお

いて準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については，書面に代え

て，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができる。

２ 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は，交付，説明，同意その他これらに類す

るもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，当該交

付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給

付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，書面に代えて，電

磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法

をいう。）によることができる。

（旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例の一部改正）

第２条 旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改

正する条例（令和３年旭川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

附則第１２項中「基準該当放課後等デイサービス支援」を「基準該当放課後等デイサービ

ス」に改める。

附 則

１ この条例は，令和３年７月１日から施行する。ただし，第１条中旭川市指定通所支援の事

業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例第６条第５項，第７条第７項及び第８０条

第５項の改正規定，第２条の規定並びに次項の規定は，公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関

する条例第６条第５項，第７条第７項及び第８０条第５項の規定並びに旭川市指定通所支援

の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の規定は，令和

３年４月１日から適用する。



（説 明）

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等の一部改正

に伴い，旭川市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を

改正しようとするものである。



３・２臨 議案第 ７ 号

旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例

旭川市国民健康保険条例（昭和３４年旭川市条例第５号）の一部を次のように改正する。

附則第１４項中「令和元年度分及び令和２年度分」を「令和３年度分」に，「令和２年２月

１日」を「令和３年４月１日」に，「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改め

る。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（説 明）

保険料の減免の申請の特例に係る規定を整備するために，旭川市国民健康保険条例の一部を

改正しようとするものである。



３・２臨 議案第 ８ 号

旭川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年４月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

旭川市介護保険条例の一部を改正する条例

旭川市介護保険条例（平成１２年旭川市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第７号ア中「２００万円」を「２１０万円」に改め，同項第８号ア中「２００

万円以上３００万円」を「２１０万円以上３２０万円」に改め，同項第９号ア中「３００万

円」を「３２０万円」に改める。

附則第１０条中「令和元年度分及び令和２年度分」を「令和３年度分」に，「令和２年２月

１日」を「令和３年４月１日」に，「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の旭川市介護保険条例第３条第１項の規定は，令和３年度分の保険

料から適用し，令和２年度分までの保険料については，なお従前の例による。

（説 明）

保険料率に係る規定を整備する等のために，旭川市介護保険条例の一部を改正しようとする

ものである。


